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福岡市宅地造成及び特定盛土等の許可等に関する条例（案） 

令和６年 12月**日 

条例第**号 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 事前手続等（第３条－第７条） 

第３章 宅地造成等工事規制区域における宅地造成等に関する工事等の規制（第８条・第９条） 

第４章 特定盛土等規制区域における特定盛土等及び土石の堆積に関する工事等の規制（第10条－第12条） 

第５章 許可後の手続等（第 13 条） 

第６章 福岡市盛土等審議会（第 14 条） 

第７章 雑則（第 15 条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36年法律第 191 号。以下「法」という。）第４

章及び第６章並びに宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和 37年政令第 16号。以下「政令」という。）

第２章及び第３章の規定に基づく宅地造成等の規制に関し必要な事項を定めるとともに、その他宅地造成

等の許可等に関し必要な事項を定めることにより、盛土等に伴う災害の防止を図り、もって本市における

市民生活の安全に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の定義は、法に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の区分に

従い、それぞれ各号に定めるところによる。 

(１) 盛土等 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積をいう。 

(２) 大規模盛土等 盛土等の面積が 1,000平方メートル以上のもの又は渓流等（政令第７条第２項第２

号に規定する土地をいう。）における高さが 15メートルを超える盛土をいう。 

(３) 周辺住民 盛土等の規模や地形等から判断される影響の想定範囲であって、規則で定める範囲に存

する建築物の所有者、管理者及び居住者（その土地に建築物が存しない場合にあっては、その土地の

所有者及び管理者）をいう。 

 

第２章 事前手続等 

（事前協議） 

第３条 工事主は、法第 12条第１項又は法第 30条第１項の規定による許可の申請（以下「許可申請」とい

う。）に先立ち、規則で定めるところにより、盛土等の計画について市長と協議しなければならない。 

 

（盛土等予定標識の設置） 

第４条 工事主は、当該盛土等に関する工事の内容を周辺住民に周知させるため、規則で定めるところにより、

当該盛土等の概要を記載した標識（以下「盛土等予定標識」という。）を設置しなければならない。 

２ 盛土等予定標識の設置期間は、次に掲げる期間とする。 

(１) 当該盛土等に係る許可申請をしようとする場合にあっては、許可申請日の 30日（大規模盛土等にあって

は 60日）前の日から当該盛土等の工事に着手する日（以下「工事着手日」という。）の間 

(２) 法第 27 条第１項に係る工事の届出（以下「届出」という。）をしようとする場合にあっては、当該盛土

等の届出日から工事着手日までの間 

３ 工事主は、盛土等予定標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に報告

しなければならない。ただし、前項第２号の規定により設置したときは、届出の際に報告するものとする。 

４ 工事主は、設置した盛土等予定標識の内容に変更が生じたときは、その表示内容の修正を行うとともに、

規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。 

 

（事前説明） 

第５条 工事主は、法第 11条及び第 29条に規定する住民への周知に必要な措置について、規則で定めるとこ

ろにより、周辺住民に対し、当該盛土等の工事の内容に関する説明（以下「事前説明」という。）を行わな

ければならない。 

２ 工事主は、前項の規定による事前説明を当該盛土等の設計者、工事監理者、工事施行者その他当該盛土等

の計画について十分な知識を有する者に委託して行わせることができる。 

３ 周辺住民は、工事主から事前説明の申出があったときは、これに応じなければならない。 

４ 工事主は、盛土等の工事の内容について、周辺住民から説明会の開催を求められたときは、これに応じる

よう努めなければならない。 

５ 工事主及び周辺住民は、事前説明又は説明会に際しては、相互の立場を尊重し互譲の精神をもって望まな

ければならない。 

６ 工事主は、規則で定めるところにより、許可申請日の 20日（大規模盛土等にあっては 40日）前の日まで

に事前説明の状況を市に報告しなければならない。 

７ 工事主は、事前説明又は前項の規定による報告をした後に、説明した内容に変更（軽微な変更を除く。）

が生じた場合は、当該変更の内容について、周辺住民に対し再度事前説明を行わなければならない。 

８ 工事主は、前項の規定により再度事前説明を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかにその状

況を市長に報告しなければならない。 

９ 工事主は、第７項又は前項に規定による報告をした後、周辺住民から再度事前説明を求められたときは、

これに応じるよう努めなければならない。 

 

（指導及び勧告） 

第６条 市長は、工事主が第３条から前条までに規定する盛土等の周知の手続の全部又は一部を実施しない場

合であって、当該工事主と周辺住民との間の紛争を予防するため必要があると認めるときは、当該工事主に

対し、期間を定めて必要な措置を講じるよう指導し、又は勧告することができる。 

 

（公表） 

第７条 市長は、前条の規定による指導又は勧告を受けた者が正当な理由がなくてこれに従わないと

きは、その旨を公表することができる。 
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第３章 宅地造成等工事規制区域における宅地造成等に関する工事等の規制 

（法第 18条第４項の条例で定める中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模） 

第８条 法第 18条第４項に基づき、条例で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、次に掲げるものとする。 

(１) 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが２メートルを超える崖を生ずることとなるもの 

(２) 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが５メートルを超える崖を生ずることとなるもの 

(３) 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが５メートルを

超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土（前２号に該当する盛土又は切土を除く。） 

(４) 第 1号又は前号に該当しない盛土であって、高さが５メートルを超えるもの 

(５) 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が 1,000

平方メートルを超えるもの 

 

（法第 19条第２項の条例で定める定期の報告を要する宅地造成等の規模及び付加する事項） 

第９条 法第 19 条第２項に基づき、条例で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、前条各号に掲げるもの

とする。 

２ 法第 19条第２項の規定に基づき、条例で定める規模の土石の堆積は、次に掲げるものとする。 

(１) 高さが５メートルを超える土石の堆積 

(２) 前号に該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が 1,000 平方メートルを

超えるもの 

３ 法第 19条第２項に基づき、条例で付加する事項は、次に掲げるものとする。 

(１) 報告時点における盛土又は切土の基礎地盤に関する工事の施工状況 

(２) 報告時点における盛土の材料の選定状況 

(３) 報告時点における盛土の敷均し及び締固めに関する工事の施工状況 

(４) 報告時点における崖面崩壊防止施設に関する工事の施工状況 

(５) 報告時点における防災措置に関する工事の施工状況 

(６) 報告時点における土石の堆積に関する工事の土石の土質 

 

第４章 特定盛土等規制区域における特定盛土等及び土石の堆積に関する工事等の規制 

（条例で定める特定盛土等又は土石の堆積の規模） 

第 10条 法第 32条の規定に基づき、条例で定める規模の特定盛土等は、第８条各号に掲げるものとする。 

２ 法第 32条の規定に基づき、条例で定める規模の土石の堆積は、前条第２項各号に掲げるものとする。 

 

（法第 37条第４項の条例で定める中間検査を要する特定盛土等の規模） 

第 11条 法第 37条第４項に基づき、条例で定める規模の特定盛土等は、第８条各号に掲げるものとする。 

 

（法第 38条第２項の条例で定める定期の報告を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模及び付加する事項） 

第 12 条 法第 38 条第２項に基づき、条例で定める規模の特定盛土等は、第８条各号に掲げるものとする。 

２ 法第 38条第２項に基づき、条例で定める規模の土石の堆積は、第９条第２項各号に掲げるものとする。 

３ 法第 38条第２項に基づき、条例で付加する事項は、第９条第３項各号に掲げるものとする。 

第５章 許可後の手続等 

（盛土等の進行管理） 

第 13 条 市長は、盛土等の工事完了予定期日を徒過しているものについては、工事主等から工事の進捗状況、

続行の意思の確認等の報告を求めることができる。 

２ 市長は、盛土等の工事完了予定日から１年が経過しているもので、許可を受けた者が工事を完了させる意思

又は能力がないと認めるものについては、当該許可を取り消すことができる。 

 

第６章 福岡市盛土等審議会 

（福岡市盛土等審議会） 

第 14 条 法及びこの条例の適正な運用を図るため、福岡市盛土等審議会（次項及び第３項において「審議会」

という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、盛土等に関する事項を調査審議する。 

３ 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第７章 雑則 

（委任） 

第 15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年５月 26日から施行する。 
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